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　名古屋国税局、藤枝税務署、藤枝地区税務推進協議会の、令和4年度納税表彰におきまして、当会関
係者受彰者は以下の通りです。� （敬称略・表彰区分別法人名50音順）

名古屋国税局長表彰
法　人　名 氏　　名 法人会役職

㈱清和不動産 清 水 み さ 代 理事/女性部会長/女連協会長

藤枝税務署長表彰
法　人　名 氏　　名 法人会役職

㈱赤阪鐵工所 塚 本 義 之 理事/税制・税務委員長

法　人　名 氏　　名 法人会役職

㈱共　水 片 岡 征 哉 理事/総務厚生副委員長

藤枝地区税務推進協議会長表彰
法　人　名 氏　　名 法人会役職

㈲石神工務店 石 神 利 真 理事/青年部会長

法　人　名 氏　　名 法人会役職

丸　石㈱ 大 石 格 之 助 監事

氏　　名 法人会役職

井 之 上 茂 利 監事

納税表彰受彰おめでとうございます
令和 4年度
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法　　　人　　　名 会　社　役　職　名 氏　　　　名

㈱ エ ク ノ ス ワ タ ナ ベ 代 表 取 締 役 社 長 渡 邉 　 哲 朗

榊 原 産 業 ㈱ 代 表 取 締 役 榊 原 　 昇 次

㈱ 清 和 不 動 産 代 表 取 締 役 清 水 み さ 代

㈱ 大 勝 堂 外 商 部 代 表 取 締 役 安 藤 　 　 聡

㈱ ツ チ ヤ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 代 表 取 締 役 会 長 土 屋 富 久 夫

　（公社）藤枝法人会主催の、（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達
式を、令和４年11月７日㈪松風閣にて、藤枝税務署の黒田哲也署長様
をはじめ関係団体のご来賓をお迎えして開催いたしました。また、記
念講演会として、筑波大学名誉教授・島根県立大学客員教授の中村逸
郎氏をお招きし、「プーチン政権の闇と今後の日露関係」というテー
マでご講演頂きました。

（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達式挙行
…………受賞おめでとうございます…………

功労法人表彰 ５社
多年に亘り法人会の事業に協力、また会の発展に寄与され、納税道義の高揚及び税務行政への協力について、
多大な功績が認められた「法人」に対する表彰です。

青島会長のあいさつ

司会：片岡総務厚生副委員長

式辞代読（江﨑副会長）ご来賓の皆様方

（会社名 五十音順・敬称略）

令和４年度
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法人会の発展に寄与され、また、勤務する法人の経理業務または税務関連業務において他の模範となる功績が
あったと認められた「会員法人の役職員」の方々に対する表彰です。

会員たる法人の役職員表彰 ４名

  祝　辞

〈受賞者代表謝辞〉
渡邉  哲朗 氏

藤枝税務署署長  黒田哲也様 東海税理士会藤枝支部 支部長  三岡厚文様静岡県藤枝財務事務所 所長  清水初美様

法　　人　　名 会　社　役　職　名 氏　　　　名

㈱ 赤 阪 鐵 工 所 常 務 取 締 役 執 行 役 員 塚 本  義 之
㈲ 石 神 工 務 店 取 締 役 石 神  利 真
近 藤 建 設 工 業 ㈱ 専 務 取 締 役 近 藤  友 一
焼 津 水 産 化 学 工 業 ㈱ 経 営 統 括 本 部 経 理 部 長 大 勝  利 昭

（会社名 五十音順・敬称略）

皆様、おめでとうございます。



　全法連では、平成31年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

 －平成31年度税制改正に関する提言－

公 明 党
税制改正要望等ヒアリング

11月14日

財政金融部会長　竹内　　譲 氏 他

立 憲 民 主 党
財務金融部会・税制調査会　税制改正要望に関するヒアリング

11月22日

財務金融部会長　川内　博史 氏 他

自 民 党
予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業）

11月7日

財政・金融・証券関係団体委員長　津島　　淳 氏 他

国 民 民 主 党
第二部会（財金・総務・決算）税制改正団体ヒアリング

10月30日

財金・総務・決算部会長　小林　正夫 氏 他

行動する法人会行動する法人会
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－令和５年度税制改正に関する提言－
　全法連では、令和５年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

自 由 民 主 党
予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業関係）　11月1日

財政・金融・証券関係
団体委員長

氏 他中山　展宏

自 由 民 主 党
11月18日

税制調査会長　

氏宮沢　洋一

公 明 党
税制改正要望等に関するヒアリング　11月7日

財政・金融部会長　

氏 他上田　　勇

財 務 省
11月1日

財務副大臣　

氏井上　貴博

財務金融部門長　

氏 他階　　 猛

立 憲 民 主 党
税制改正要望ヒアリング　10月19日

国 税 庁
表敬訪問　12月7日

税制調査会長　

氏 他大塚　耕平

国 民 民 主 党
税制改正要望ヒアリング　11月7日

長　　官　　

氏⻆野　然生

中 小 企 業 庁
10月27日

財政金融部会長　

氏 他住吉　寛紀

日 本 維 新 の 会
11月16日

自治税務局長　

氏川窪　俊広

総 務 省
10月27日

長　　官　　

氏阪田　　渉
次　　長　　

氏星屋　和彦
課税部長　　

氏堀内　　斉

左から野坂筆頭副会長、宮沢税制調査会長、
　　　田中専務理事

左から田中税制副委員長、井上副大臣、
　　　飯野税制委員長、田中専務理事

右手前から堀内課税部長、阪田国税庁長官、星屋次長
左手前から飯野税制委員長、小林会長、田中専務理事

左から田中税制副委員長、飯野税制委員長、
　　　⻆野中小企業庁長官、田中専務理事

右側　川窪自治税務局長
左奥から飯野税制委員長、田中専務理事、田中税制副委員長
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1. 一般会計税収、歳出総額及び国債発行額の推移
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2. 高齢化の推移と将来推計

推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

　中小企業を中心として全国約75万社の会員企業で構成される“経営者の団体”
「公益財団法人 全国法人会総連合（略称：全法連）」は、9月22日開催の理事
会において「令和5年度税制改正に関する提言」を決議しました。コロナ禍は最 
悪期を脱し、我が国も“ウィズコロナ”と呼ばれる共生の段階に入ったとされま
す。しかし、業種によってはその後遺症で破綻に追い込まれる企業も多くあります。
特に地域経済と雇用を担っている中小企業は経営基盤が弱いことから、我が国
経済の土台が揺らがないよう税財政や金融面から実効性ある対策を求めています。
　また、我が国財政は先進国の中で突出して悪化していたところに100兆円近く
ともいわれる莫大なコロナ対策費が加わり、国債発行残高はついに1,000兆円
の大台を突破しました。我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、
かつ人口が減少するという極めて深刻な構造問題を抱えています。このため、少
なくとも国債で賄ったコロナ対策費の負担について、将来世代に先送りせず現世
代で解決するよう返済計画を策定することが急務です。その他、持続可能な社
会保障制度の構築、国・地方を通じて徹底した行財政改革の推進等も求めてい
ます。今後、この提言に基づき、全法連は政府・政党に、各地の法人会からは、
それぞれの自治体等に対して提言活動を行って参ります。

公益財団法人 全国法人会総連合

会 長  小 林 栄 三
伊藤忠商事（株）名誉理事

1.（注1）令和3年度までは決算、
令和4年度は補正後予算による。
（注2）公債発行額は、平成2年
度は湾岸地域における平和回復
活動を支援する財源を調達する
ための臨時特別公債、平成6～
8年度は消費税率3％から5％へ
の引上げに先行して行った減税
による租税収入の減少を補うた
めの減税特例公債、平成23年
度は東日本大震災からの復興の
ために実施する施策の財源を調
達するための復興債、平成24
年度及び25年度は基礎年金国
庫負担2分の1を実現する財源
を調達するための年金特例公債
を除いている。
2.（出所）棒グラフと実線の高齢
化率については、2020年まで
は総務省「国勢調査」、2021年
は総務省「人口推計」、2025年
以降は国立社会保障・人口問題
研究所「日本の将来推計人口（平
成29年推計）」の出生中位・死
亡中位仮定による推計結果。
※グラフは政府公表資料から引用。

少子高齢化、人口減少、1,000兆円の国債。
将来世代に先送りせず、財政の健全化を！
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でいる企業が、持てる能力を十分に発揮できるよう
な税制の確立である。
⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％の本則

化、適用所得金額の引上げ。
⑵「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産の

取得価額の損金算入の特例措置」の拡充、本則化。 等。

2．事業承継税制の拡充
　我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
の活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。
中小企業が相続税の負担等によって事業が承継でき
なくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。
平成30年度の税制改正では比較的大きな見直しが行
われたが、さらなる抜本的な対応が必要である。
⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業

承継税制の創設
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
⑶取引相場のない株式の評価の見直し

3．消費税関係
　消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に
欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が
大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび
税収確保などの観点から問題が多い。このため、か
ねてから税率10％程度までは単一税率が望ましく、
低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応
するのが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検
証し、問題があれば同制度の是非を含めて見直しが
必要である。
⑴令和5年10月から導入される「インボイス制度」

について、すでに「インボイス発行事業者」の登
録申請がはじまっているものの、事業者のインボ
イス制度に対する理解が十分に深まっているとは
言い難い。さらに、新型コロナは小規模事業者等
の事業継続に大きな困難をもたらした。これら事
業者が事務負担増や取引から排除等の理由により
休廃業に追い込まれることのないよう、当面は現
行の「区分記載請求書等保存方式」の維持、また
は免税事業者からの仕入税額相当額の8割を控除
できる経過措置を当分の間維持するなど、弾力的
に対応すべきである。

1．財政健全化に向けて
　財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束後
には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう
準備を進めることが重要である。歳入では安易に税
の自然増収を前提とすることなく、また歳出につい
ては聖域を設けずに分野別の具体的な削減・抑制の
方策と工程表を明示し、着実に改革を実行する。

2．社会保障制度に対する基本的考え方
　社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、
財政のあり方と密接不可分の関係にある。現状の「中
福祉・低負担」という不均衡を「中福祉・中負担」
という正常な姿に改革するには、適正な負担を確保
するとともに、給付を「重点化・効率化」により可
能な限り抑制するしか方法はない。また、社会保障
のあり方では「自助」「公助」「共助」の役割と範囲
を改めて見直すほか、公平性の視点が重要である。

3．行政改革の徹底
　地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」
の精神に基づき自ら身を削ることが重要であり、直
ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行する。

4．マイナンバー制度
　マイナンバー制度は、すでに運用を開始している
が、未だ国民や事業者が正しく制度を理解している
とは言い難い。コロナ禍の混乱が同カードを利用し
たデジタル対応をできなかった結果によるという点
を踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、その定
着に向け本腰を入れて取り組んでいく必要がある。

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策
1．中小企業の活性化に資する税制措置
　中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、
我が国経済の礎である。コロナ禍の影響が依然残っ
ているだけでなく、エネルギーや原材料価格の上昇
などが重なり、経営環境は一段と厳しさを増してい
る。中には廃業に追い込まれる例も珍しくない。そ
うした中で求められるのは、健全な経営に取り組ん

Ⅰ 税・財政改革のあり方

令和5年度税制改正に関する提言（概要）
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⑵インボイス制度を実施するのであれば、国は事業
者に混乱が生じないよう制度の周知を徹底すると
ともに、事務負担が軽減するような環境整備が必
要である。また、課税事業者が免税事業者と取引
を行うに際し、取引価格の引下げや取引の停止な
どの不利益を与えないよう、実効性の高い対策を
とるべきである。 等

Ⅲ 地方のあり方
　今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さだ
けでなく、自治体と診療所を含む医療機関の間での
意思疎通不足を表面化させ、これによる混乱は現在
も尾をひいている。コロナ禍はまた、東京一極集中
のリスクも浮き彫りにし、テレワークの拡大等によ
り地方への転出が増加する傾向も見られた。しかし、

その規模は極めて小さく地方活性化の原動力にはな
り得ない。やはり、地方自身がそれぞれの特色や強
みをいかした活性化戦略を構築し、地域の民間の知
恵と工夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に最も重
要なのは、地方が自立・自助の精神を理念とし、自
らの責任で必要な安定財源の確保や行政改革を企
画・立案し実行していくことである。

※ 提言書の全文は、全法連ホームページに掲載し
ておりますので、ご覧ください。

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町5-6 全法連会館
http://www. zenkokuhojinkai.or.jp

出典：令和４年10月3日付  日本経済新聞朝刊全国版掲載
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　今から300年ほど前、江戸中期の豪商紀伊国屋文左衛門を御存知でしょうか？　私は子供の頃、三波
春夫の長編歌謡浪曲「豪商一代 紀伊国屋文左衛門」で知りました。その後、そんな紀文が大井川・志
太に縁があったことを知り、いつかは調べてみようと思い30年余が過ぎてしまいました。村松治平氏著
の「紀文と大井川」を基に紹介したいと思いますのでお目通し頂ければ幸いです。

　紀文は、紀州の出で20代の中頃、大豊作だった紀州ミカンを荒れる海路を乗り越え、品不足で高騰し
ていた江戸に運び15万両の大儲けしたと云う伝説がある。ミカンでそんなにも儲けるなんて今では到底
想像もできませんが、その儲けを元手に江戸で材木問屋を興し豪商へと出世、富と名声を掴んでいった。

郷土史をひとりで楽しむ会　橋本昌吉

特　集

はじめに１

　御用材入札の前年（元禄３年秋）、紀文、松木屋らは千頭山の調査に入った。安倍川、中河内川を遡っ
て大日峠越しに井川村に出た。そこから閑蔵に下って関の沢に到着した。この山岳地帯をすべて千頭山
と呼び、接阻峡より上流を井川山とも呼んでいた。一行は千頭山の美林に圧倒された。
　松木屋らは早速、百姓山（個人山）を買い集め、その秋から伐採を開始した。その後、紀文一行は、

千頭山・井川山から丸太搬出３

大井川材と紀伊国屋文左衛門

　そんな矢先の元禄４年（1691）、上野寛永寺の根本中堂造営の木材調達事業があった。根本中堂は間
口45ｍ、奥行42ｍ、高さ32ｍという壮大な建造物であった。この造営に使われる木材は桁外れに多く、
主要部材の柱・梁だけでも640本余、太さは70㎝、長さは13ｍ
超の長大材だった。これだけでも材積換算で1..2万㎥余が必要で
あるのに、その他の用材等を含めると５万㎥余が必要とされた。
樹種は、針葉樹のなかでは最も重硬で耐久性に優れたツガ材を
主とし、ケヤキ、ヒノキ、シラべ、トウヒなどが使われたと言
われる。

　この用材調達に名乗りを上げたのが、新進気鋭の紀文と駿府の豪商松木屋新左衛門の協同事業体で
あった。紀文は納入を松木は木材の伐採搬出を担当した。（余談 彼らは別々に木材調達を行っていたが
事業の途中から協力するようになったとする資料もある）
　この松木屋は、駿府両替町に屋敷（現静岡銀行本店）を持ち、絹・太物問屋を営んでいた。今川氏の
頃、甲斐より移り住み五代目が松木新左衛門宗周である。新左衛門は、五人兄弟の三男で兄弟のなかで
一番傑出していたという。五男の郷蔵は木材の伐採現場で活躍した。松木屋は大井川筋に親戚縁者があ
り、森林資源について情報を持ち合わせていた。そんな縁から大井川筋から木材を調達する計画であった。

上野寛永寺の造営2
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大井川の流れをつぶさに調査し島田宿に着いたのが12月初めであった。

　翌年の７月、御用材入札では、紀文・松木屋の協業体が一番札をとり、本命の奈良屋茂左衛門商店を
大きく引き離しての落札と決まった。

　入札前の春、松木屋の末弟郷蔵が率いる一団が昨年の紀文らと同様のルートから、また、河合徳兵衛
を棟梁とする一団は島田宿から大井川を遡り閑蔵集落を目指した。徳兵衛はもと江戸の材木商人であっ
たが、島田宿にきて大井川流域で木材の伐り出を生業としていた。両者の最終目的地は関の沢であった。
そして郷蔵らが入山してからしばらくして入札が終わった。
　落札後、紀文、松木屋らは幕府の山奉行らを案内して再び山に登って来た。山奉行らは、幕府領の境
界確認、伐採数量、搬出の監視に当る役人らであった。奉行の指示により、関の沢の右岸、田代河内、
本谷、素麺沢（ソウメンザワ）、有度河内、九人沢、小森沢と、小無間山を分水領とする関の沢の全山
を幕府領に指定していった。

　昨年、事前に伐採しておいた丸太の流送も開
始した。この丸太約6,600㎥は、無事江戸深川
まで搬送することができた。しかし長大材とし
ての規格を満たすものは、その中の数割でしか
なかった。さらに長大材を伐り出すことが必要
であった。それも搬出可能の場所となると、さ
すがに少ない。また、輸送時の損傷や流失など
を考えると更なる出材を余儀なくされた。納入
量の三倍は伐り出さなくては安心できなかった。
関の沢だけでは必要量が確保できない。かと
いって大井川下流域では長大材の確保はさらに
難しい。そこで上流の前人未踏の井川山に目を
向けた。

　元禄５年春、井川山に入った。ここにも天然
の良木が生い茂っていた。工区も組織も大きく
なり人夫も千人余となった。本部は、沼平（現
畑薙第一ダム左岸上流）に建設し、松木郷蔵、
河合徳兵衛を総元締とした。また、関の沢、明
神谷、信濃俣、仁田沢、椹島本流そして赤石沢
の支流ごとに責任者を置いた。各支流には何棟
もの作業小屋が建設され、谷々で一斉に伐採が
開始されていった。

　この時代、丸太の搬出は、修羅（しゅら）出しが主であった。これは漥地状の地形に丸太を縦に並べ、
すべり台を造り、伐採した丸太を滑り落とす仕掛けである。末端には勢いを緩め沢に落す細工がなされ
ていた。秋の豊水期に支流から本流まで流送し、冬の渇水期に本流を管流し（単木で流す）するのが一
般的であったが、それは普通材のときのことだった。今度のような長大材を流すのは、どうしても秋の

大井川上流の渓流図
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　もともと大井川を下った木材は、河口の河尻で船積みされていたが、そこには適当な船積み場がなく、
集積地も直接外海に面し、海が荒れると船積みが出来なかった。また、丸太が流失する恐れもあった。
そのため島田の横井や赤松付近で流送されてきた丸太を一旦留め置いて、天侯を見て河口まで流すとい
う方法がとられていた。
　それに大井川には東海道が横断しており橋は架かっておらず、川越えが行われていた。川越えの時間
は、明け六つ（夜明け）から暮れ六つ（日暮れ）までと決められていた。そんな所へ長大材が流れ込ん
でいったら甚大な被害となることは火を見るよりも明らかだった。
　これらの理由により、丸太を安全に確実に搬送できる新たなルートの開設が必要となった。

　島田市向谷の水神鼻から竜泉院川、伊
太谷川、栃山川そして栃山川は藤枝明誠
付近で木屋川に分流し、大富、和田を流
下し和田浜で海に注いでいる。この間お
よそ12㎞。河口には和田港（現小川港）
が開けており、大量の丸太を集積するに
は安全であり、船への積み替えには最適
だった。しかし、長さ13ｍを超す長大材
についてはこれらの河川を使って流す
ことは到底不可能であった。

　紀文らは長大材を通過できる安全な水路を開設しなければならなかった。そんな時、島田宿の浜松屋
橋爪助左衛門らが、宿の東南東の高島に水門を設け、その一帯の潅概用水にする工事を始めたところで
あった。元禄４年秋、紀文らは灌漑用水路の使用願いに浜松屋を訪れた。その中に井川山での元締めの
一人河合徳兵衛がいた。徳兵衛は地元とのつながりが強く話は順調に進んだ。
　その時の利用条件は次のとおりであった。
　一、運河開削の費用は全額紀文側で負担する。
　二、水門を通過する木材に対しては水門使用料を支払う。
　三、完成期日は一ヶ年後、即ち元禄５年の秋までとする。
　四、紀文側の御用材が通過し終るまでは他の者には使用させない。

志太平野での水路搬送４

増水時を利用するしかなかった。最終納期の元禄６年までには絶対間に合わせなければならなかった。

　この年、山行き三度目となる紀文らは沼平本部へ登ってきた。そんな頃、各支流から丸太の流送が始
まった。丸太は激流を矢のように走り、岩につかえて重なり合い、また解けて流れて、本流へと押し流
されていった。この川狩りが最も困難で危険な仕事であった。工区の下流である信濃河内と明神谷では、
上流の丸太が着くまで本流への流送は止めてあった。ここで全ての丸太を一旦落ち着かせ、大井川の本
流を順次流れ下す計画であった。幸いなことにこの年は、例年より水量が多く予定通り丸太を流送する
ことができた。
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　この大仕事を成し遂げたとき、紀文29歳、新左衛門33歳。紀文は50万両、松木屋は30万両を利したと
いわれる。しかし、御用材納入だけでこんなに儲かるはずがない。御用材に紛らせて私用材も大量に搬
出したという。このため千頭山、井川山は丸裸となり、未利用材が累々と残されており、その後長い間、
大井川上流では山崩れに悩まされたという記録もある。
　しかし、木屋水門を利用して長大材が和田港から船積みしたのは、紀文の慧眼は大したものであった。
その後、東海道本線が開通するまでこの水路は利用されていた。東海道の川越え箇所の長大材の流下は、
安全のため宿役人の指図によって時間帯を定め行われたという。
　江戸時代の豪商紀伊国屋文左衛門が、ここ志太の地を闊歩していたことを知り、改めて身近に感じた
のは私だけでしょうか。また、駿府に松木屋なる豪商がいたことを知ったことは大きな発見でした。残
念ながら上野寛永寺根本中堂は幕末の戊辰の役（上野戦争）により焼失してしまい現存していない。

����������������������������������������������
参考図書
　村松治平著「紀文と大井川・清水港木材史（1961）」静岡県木材協同組合連合会
　浅井治平著「大井川とその周辺（1967）」いずみ出版
　「静岡県木材史（1968）」静岡県木材協同組合連合会
　「島田木材産業発達史（1960）」島田木材産業協同組会
　「南アルプスと前衛の山々」南アルプス観光連絡協議会
　「私たちの島田市　江戸時代末期の灌漑用水路」島田市教育委員会

　大量の長大材を流すためには浜松屋らの計画規模では不
十分であった。水門・水路の幅を広く、水深も深く、かつ
長大材がつかえないように極力直線にするよう注文をつけ
た。その上、納期に間に合わせるためには元禄５年の秋ま
でには完成させなければならなかった。利用条件で大幅に
譲歩したのは、そのような事情があったからである。紀文
側からしたら渡りに舟、浜松屋側も開削費用の全額負担を
持ち掛けられたことで双方の利益が叶った。そして工事は
浜松屋らの奮闘により元禄５年９月には完成した。木屋川
の河口和田港は、外側を砂丘で保護された小港で、下流部
には広大な沼沢地があり、丸太の貯木場として最適であっ
た。そしてこの水路の利用により無事御用材の納品を完遂
することができた。

おわりに５

戦後の頃の木屋水門



8/9㈫

R５.２月号  NO.120

− 12 −

夏休み親子税金教室

女性部会、
清水部会長の
開会あいさつ。

☆ストーリー☆
公園で不思議な妖精を助けた小学生の姉弟、マ
リンとヤマト。「何でも願いをかなえよう！」
大地の妖精コッピとクッピの言葉に 2人が考え
たことは・・・？毎日の暮らしのなかで「税」
がどのようなところで使われているのかを知り、
税の役割や必要性を学んでいく内容です。

藤枝税務署の
立松統括官の
ごあいさつ。

第20回

in 焼津文化会館
主催：女性部会　　参加者：保護者28名　児童40名

司会：松永副部会長

次のページ
に続く

スタート！

今日の講師は、
藤枝税務署の
吉田調査官。

 最初に、租税教育ビデオ
「マリンとヤマト不思議な日曜日」を観ました

租税教育事業



R５.２月号  NO.120

− 12 − − 13 −

租税教育事業

さて、税金についての勉強です

 次に、税金クイズです。みんな答えが解るかな？ 

1億円のレプリカが入ってます。 1億円、持ってみました

お疲れさま！
よく頑張って勉強してくれて

ありがとう！

最後に、代表して吉永晴輝さんに
修了証書と参加賞（けんたグッズ）
を受け取ってもらいました。

みんな真剣です !!

全法連テキスト
「タックスフントと
けんたくん！」



法人会では、租税教育の一環として、小学6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を全国的に実施しています。
藤枝法人会でも906点の応募がありました。入賞28作品をご紹介します。

12

優　秀　賞優　秀　賞

藤枝法人会女性部会長賞藤枝法人会女性部会長賞

藤枝税務署長賞

〈主催〉 公益社団法人 藤枝法人会女性部会
 公益財団法人 全国法人会総連合
〈後援〉 国税庁／藤枝市教育委員会／焼津市教育委員会

少しずつのお金だがハートに包まれている。すなわち、この町をつくっているのは納税
者のハート、心なのだという事に気付かされる。遠目からでも自然と目に入ってくるデザ
インや構成も好感を持った。 （審査員：画家　山本宗平）

講 評

空中に浮遊する街には、未来をも想像させ、それを支えるあまたの手、そして周りには
「あなたの税」が散りばめられており、その構図は、一目で人々が支える税金によって
社会が成り立っていることが理解できる作品です。
 （審査員：藤枝税務署長　黒田哲也）

講 評
本作品は、「税金」のない暮らしと「税金」がある暮らしについて上下で対比した構図
で描かれ、小学校6年生で学んだ「税」についての知識や考え方が作品に反映されて
いる点を評価しました。また、私たちの生活の多くが税金によって成り立っていることが
良く理解されている作品です。 （審査員：藤枝法人会会長　青島直久）

講 評

優　秀　賞優　秀　賞

納税という字が真っ向から目に入っ
てきて少し露骨かなと思いきや、字の
中には笑顔とありがとうがあふれてい
る。嬉しくなった。支え合う未来は支え
ようと思う人がいてこそ。自分の事で
精一杯の社会をまずなんとかしなく
ては。

（審査員：画家　山本宗平）

講 評

近年、温暖化で災害も多い中、国民の
皆様から頂いた大切な税金が、日々の
生活の中で病院やインフラ施設等、
人々の暮らしが安心安全に過ごせ、しっ
かりと支えになるように願う気持ちが感
じられるとても迫力のある作品だと思い
ます。
（審査員：藤枝法人会女性部会長

清水みさ代）

講 評

藤枝法人会長賞
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学
校 

６
年

伊
藤

　美
紅 

さ
ん

焼
津
市
立
大
富
小
学
校 

６
年

中
久
保

　佳
穂 

さ
ん

焼
津
市
立
黒
石
小
学
校 

６
年

髙
井

　菜
奈
子 

さ
ん

焼
津
市
立
黒
石
小
学
校 

６
年

長
岡

　青
葉 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
南
小
学
校 

６
年

杉
山

　愛
理 

さ
ん

藤
枝
市
立
岡
部
小
学
校 

６
年

柏
木

　咲
妃 

さ
ん

藤
枝
市
立
葉
梨
小
学
校 

６
年

秋
山

　友
咲 

さ
ん

藤枝市立大洲小学校 ６年

平田　琴瑚 さん

藤枝市立高洲南小学校 ６年

各務　結惺 さん

焼津市立港小学校 ６年

鈴木　奏汰 さん

焼津市立小川小学校 ６年

中嶋　里桜 さん

藤枝市立高洲小学校 ６年

永井　夕楼 さん
藤枝市立高洲小学校 ６年

古賀　彩桜 さん

12入　選

令和4年度
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令和４年11月30日（水）藤枝市生涯学習センターにおいて、藤枝税務署管内納税貯蓄組合連合会・

藤枝間税会・藤枝法人会３会共催による『税に関する作品表彰式』が行われました。藤枝法人会からは、

上位優秀５作品（14ページ掲載）の方々に対して表彰状及び記念品が授与されました。また、多数の

応募を頂いた９校（葉梨小学校・大洲小学校・高洲南小学校・小川小学校・東益津小学校・和田小学校・

港小学校・黒石小学校・大井川西小学校）に対して感謝状が贈呈されました。

【絵はがき優秀作品　出席者３名】
※表彰式欠席者２名には、
　校長室にて贈呈しました。

【感謝状  出席３校】  ※表彰式欠席６校には学校へお届けしました。

前ページ（14,15ページ）の入選28作品のポスター（一部上位作品のみの映像）は、下記一覧の通り 

藤枝市・焼津市の様々な場所に掲示しました。

1 藤枝法人会会報２月号 9 静岡県藤枝財務事務所
2 藤枝法人会ホームページ 10 藤枝市文化センター
3 藤枝総合庁舎本館情報モニター（上位３作品） 11 藤枝市生涯学習センター
4 藤枝市役所ロビー行政情報モニター（上位３作品） 12 焼津文化会館
5 焼津市役所モニター（上位３作品） 13 焼津シーガルドーム（確定申告会場）
6 藤枝駅構内パープルビジョン（上位３作品） 14 しずおか焼津信用金庫大富支店
7 藤枝税務署 15 しずおか焼津信用金庫大井川支店
8 藤枝市役所

令和4年度

作品 表彰式
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主催：青年部会
第11回 租税教室

開催日：令和４年1
2月３日（土）

会　場：藤枝市文化
センター・ホール

斎藤副部会長

【 司　会 】

石神部会長

【 部会長あいさつ 】

　青年部会では、昨年に引き続き、「大学生を対象とした租税教室」
を開催しました。
　ボードゲームや講座、交流会を通して税金の知識や大切さを楽し
く学んでもらいました。

【 第一部・講師 】

第一部 税金教室「給与明細の見かたとマイナンバー制度について」 13：05～13：35
講師：藤枝税務署 法人課税第一部門統括国税調査官　立松　茂 氏

立松　茂 氏

写真で見る

租税教育特集
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第三部 若手企業家との交流会 16：00～17：00

中山　猛 氏

【 第二部・講師 】

第二部 キャッシュフローゲームセミナー 13：40～15：55
講師：FPI㈱ 代表取締役　中山　猛 氏

租税教育特集
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写 真 る見で

（令和４年８月24日～12月７日）法人会活動
全法連・東海法連・静岡県連

9月15日　東海法人会連合会「第34回定時総会」　［会　場］名鉄グランドホテル

10月4日（一社）静岡県法人会連合会 女性部会連絡協議会「第32回情報交換会」　［会　場］グランディエールブケトーカイ

10月13日（公財）全国法人会総連合「第38回法人会全国大会（千葉大会）」　［会　場］幕張メッセ

全国の法人会会員約 1600 名が一堂に会して、令和 4 年 10 月 13 日㈭、第 38 回法人会全国大会（千葉大会）
が、幕張メッセ幕張イベントホールにて、国税庁阪田長官他多数のご来賓出席のもと盛大に開催されました。
第 1 部では「女性がテレビで働くということ」という演題で、キャスター　ジャーナリスト　安藤優子氏に
よる記念講演が行われ、第 2 部の式典では、会員増強表彰をはじめ各種表彰、次に令和 5 年度税制改正に関
する提言の報告、そして青年部会による租税教育活動の報告が行われました。

10月31日（一社）静岡県法人会連合会 青年部会連絡協議会「第32回情報交換会」　［会　場］グランディエールブケトーカイ
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写 真 る見で

本　　会

8月24日　実務講座　　［会　場］焼津文化会館
テーマ　「身近で起こっている労務トラブルの実態」
講　師 / ㈲静岡経営労務管理センター 代表取締役　伊藤彰彦 氏

11月24日～ 25日（公財）全国法人会総連合「第36回法人会全国青年の集い沖縄大会」　［会　場］沖縄アリーナほか

全国の青年部会員約 2200 名が一堂に会して、第 36 回全国青年の集いが沖縄アリーナにて、税務当局、全
法連役員ほか多数のご来賓出席のもと開催されました。
大会前日には、租税教育活動プレゼンテーション及び「健康経営大賞」ファイナリストによる事例紹介が行
われ、租税教育活動では、鹿児島県の鹿児島法人会が、健康経営大賞では、単位会の部で鹿屋肝属法人会、
企業の部で雲南法人会所属の㈱きこりがそれぞれ最優秀賞を受賞されました。
また、式典に先立ち、部会長サミットが開催され、部会員増強と会の活性化をテーマに各単位会相互の意見
交換が行われました。
式典では租税教育活動プレゼンテーション、健康経営大賞の事例発表及び表彰、部会員増強表彰が行われ、
記念講演では「財政健全化につながる！健康経営の実装と実践」という演題で吉村健佑氏による講演が行わ
れました。

11月21日（一社）静岡県法人会連合会「大規模法人等向け研修会」　［会　場］グランディエールブケトーカイ
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写 真 る見で

10月18日　実務講座　　［会　場］焼津文化会館
テーマ　「YouTube・Instagram・LINE他の活用術！」
講　師 / （一社）ビジネスプレゼンテーション協会 代表理事　山田進一 氏

11月1日　税務講習会　　［会　場］焼津文化会館
テーマ　「年末調整に係る留意点」
講　師 / 藤枝税務署 法人課税源泉担当事務官 小澤綾華 氏

9月7日　弁護士講習会　　［会　場］焼津文化会館
テーマ　「今、知っておくべきウィズコロナの法律知識」
講　師 / 追手町法律事務所 弁護士　嶋田麗子 氏

9月21日　税務講習会　　［会　場］焼津文化会館
〈第1部〉テーマ　「県税のしくみと使いみち」
　　　　講　師 / 静岡県藤枝財務事務所 次長兼管理課長　大庭幹晴 氏

〈第2部〉テーマ　1.「適格請求書等保存方式の概要」　2.「電子帳簿保存法の留意点」
　　　　講　師 / 藤枝税務署 法人課税第一部門上席国税調査官　長澤正明 氏
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写 真 る見で

女性部会

12月7日　教養講座　　［会　場］焼津文化会館
テーマ　「気持ちが楽になる、こころのトトノエ方」
講　師 / トトノエトトノウ 代表　大谷尚子 氏

11月7日　（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達式記念講演会　　［会　場］ホテルアンビア松風閣
演　題　「プーチン政権の闇と今後の日露関係」
講　師 / 筑波大学 名誉教授　中村逸郎 氏

11月11日　新設法人説明会　　［会　場］藤枝市民会館
講　師 / 藤枝税務署 法人課税第一部門上席国税調査官　長澤正明 氏

青年部会

11月8日　勉強会　　［会　場］藤枝市文化センター
テーマ　「健康経営実践のすすめ」
講　師 / （特非）健康経営研究会 認定講師 但馬久美 氏
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写 真 る見で 税務署だより



R５.２月号  NO.120

− 24 −

税務署だより
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税務署だより
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税務署だより



eLTAXは地方税の申告や納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅や
オフィスで、パソコンからインターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。

受付中地方税共通納税システム

利用可能な手続き

電子申告対象税目 電子申請・届出

電子納税

Before
　これまでは…

After 地方税共通納税システムを
使うと !

金融機関の窓口に出向くことなく、
オフィスや自宅からPCで電子納付できる !

事前に登録した金融機関の口座を指定して
直接納付する「ダイレクト納付」ができる !

納付先の自治体の指定金融機関でない
金融機関からでも納付できる !

電子申告から納税までワンストップで手続きできる !

複数の自治体に一括で納付できる !

■ 法人都道府県民税
■ 法人事業税
■ 特別法人事業税（地方法人事業税）
■ 法人市町村民税
■ 固定資産税（償却資産）
■ 個人住民税（給与支払報告書等や
　 特別徴収関連手続）
■ 事業所税

■ 法人設立届出や異動届出等
■ 申告手続に関連した申請・届出

■ 申告手続に関連した納付手続き（※）
（※）固定資産税（償却資産）を除く

納付書や取扱金融機関が
納付先の自治体ごとに異なり
事務処理がとても煩雑…

金融機関の窓口が
混雑している場合は
長時間待たないといけない…

そもそも金融機関まで
足を運ぶのが面倒…

地方公共団体ごとの提供サービスにつきましては、
e LTAXホームページでご確認ください。

特に個人住民税の
納付事務は毎月発生し
事務負担が大きい…

エルタックスhttps : / /www.e l tax . l ta .go . jp/

詳しくはホームページをご覧ください。

検索

1 2

3

銀行に行く手間も時間もなくなり、他の仕事が捗ります !
全国の自治体に一括で納付できるのも便利です !

ご利用者の生の声を紹介します !
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財 務 事 務 所 だ よ り



（支部入会順）東海税理士会藤枝支部会員名簿

☎641-2725
藤枝市駅前2
河野正彦

☎643-6069
藤枝市藤岡5
笠原敏幸

☎629-6663
焼津市東小川8
𠮷田雄一

☎397-5784
焼津市塩津
藤浪良昭

☎624-2794
焼津市田尻北
深澤美惠子

☎627-9638
焼津市駅北1
鈴木國弘

☎641-2215
藤枝市岡出山2
増田富三

☎626-9823
焼津市小土
藪崎正則

☎634-2570
藤枝市大新島
吉川　始

☎644-7845
藤枝市谷稲葉
澤村　守

☎638-3766
藤枝市下之郷
片山享一

☎636-1199
藤枝市高岡2
仲田　勇

☎641-6845
藤枝市稲川
増田章一

☎627-5261
焼津市東小川6
安井博史

☎667-3253
藤枝市岡部町内谷
高野佳和

☎643-3771
藤枝市青木1
増田和宏

☎659-1717
焼津市焼津4
小倉寿美

☎631-7539
藤枝市高柳1
山崎恵三

☎689-3196
藤枝市小石川町1
吉田道明

☎627-9851
焼津市岡当目
青木　敬

☎626-5711
焼津市栄町3
平井幸子

☎624-0268
焼津市与惣次
小長谷智子

☎624-1885
焼津市中新田
遠藤次男

☎643-5151
藤枝市本町1
増田貴行

☎646-8890
藤枝市郡 1
内藤良彦

☎643-3771
藤枝市青木1
増田良子

☎646-7701
藤枝市駅前1
岩﨑卓夫

☎622-3295
焼津市宗高
梅田健司

☎656-0788
焼津市石津中町
沼野和𠮷

☎635-8022
藤枝市高洲
内田晴巳

☎627-9638
焼津市駅北1
大畑雅子

☎645-4571
藤枝市水上
渡邉義博

☎643-6069
藤枝市藤岡5
笠原大輔

☎637-2534
藤枝市田沼4
伊藤裕一郎

☎644-4627
藤枝市志太2
宇田武房

☎628-7973
焼津市東小川7
森　祐輔

☎641-0577
藤枝市音羽町３
若杉直彦

☎631-5811
藤枝市駅前1
田村博和

☎628-7973
焼津市東小川7
多々良信彦

☎624-7171
焼津市小川
落合孝康

☎636-7952
藤枝市青葉町2
小林敏樹

☎662-1391
焼津市上小杉
岡村正雄

☎631-5952
藤枝市小石川町4
大石　誠

☎270-8861
藤枝市岡出山2
三岡厚文

☎270-3719
藤枝市平島
杉原一雄

☎639-5570
藤枝市本町３
松原隆宣

☎646-4700
藤枝市天王町3
平野純也

☎629-6711
焼津市三ケ名
山﨑義和

☎270-5741
藤枝市高柳1
鈴木和臣

☎628-5372
焼津市大栄町2
内山勝浩

☎641-0610
藤枝市水守2
飯塚理恵

☎624-0962
焼津市下小田
山本浩幸

☎207-7064
焼津市上新田
石村正美

☎629-6663
焼津市東小川8
𠮷田公輔

☎631-5258
藤枝市志太2
井上香織

☎646-3388
藤枝市岡出山1
池田佳通

☎636-5102
藤枝市高岡1
宮﨑博史

☎689-3196
藤枝市小石川町1
吉田和弘

☎631-5152
藤枝市前島3
浅井伸也

☎641-4898
藤枝市駅前2
天野　貢

☎629-5270
焼津市三ケ名
大野克治

☎631-9160
藤枝市高岡１
野島由美子

☎625-7022
焼津市大島
藪崎大介

☎637-3080
藤枝市高柳2
下川大地

☎641-1573
藤枝市小石川町2
鍋田和孝

☎639-6766
藤枝市田沼3
小木理弘

☎639-6766
藤枝市田沼3
岩崎美穂

☎627-5022
焼津市西焼津
大石龍哉

☎641-1573
藤枝市小石川町2
内藤昌宏

☎628-5644
焼津市五ケ堀之内
海野芳央

☎627-5045
焼津市小川
深田良宏

☎648-1511
藤枝市下藪田
伊藤文子

☎639-7781
藤枝市岡出山1
鈴木智昭

☎644-7219
藤枝市藤岡1
平岩成哉

☎627-5022
焼津市西焼津
榊原　巧

☎622-6836
焼津市上新田
平井俊光

☎628-7973
焼津市東小川7
大橋金行

☎627-5261
焼津市東小川6
増田貴樹

☎631-7778
藤枝市前島2
深尾 宏

☎629-6663
焼津市東小川8
大竹香織

☎660-1019
焼津市大村1
村野孝宜

☎631-6346
藤枝市駅前2
三橋重継

☎643-6069
藤枝市藤岡5
山﨑晃弘

☎644-3511
藤枝市駅前2
村松克彦

☎637-3080
藤枝市高柳2
名倉秀俊

☎627-5261
焼津市東小川6
油井孝介

☎636-1199
藤枝市高岡2
太田容子

☎622-6836
焼津市上新田
平井寛子

☎628-7973
焼津市東小川7
神間賢治

☎660-1019
焼津市大村1
内川正樹

携帯090-1864-7639
藤枝市音羽町5
澤本善彦

☎643-2112
藤枝市立花1
曽根宜章

☎623-1881
焼津市三右衛門新田
杉井裕士

☎627-9638
焼津市駅北1
村松貴史

☎627-5022
焼津市西焼津
北澤世紀

☎625-8717
藤枝市岡部町岡部
押尾卓耶

☎627-5261
焼津市東小川6
岡見健太

☎628-2626
焼津市焼津1
片川和樹

☎628-2626
焼津市焼津1
片川真理子

☎628-2812
焼津市八楠4
大石準二

☎636-1287
藤枝市田沼3
増田武治

☎628-1776
焼津市焼津1
今本　昇

☎623-1881
焼津市三右衛門新田
杉井裕郎

☎635-5615
藤枝市大新島
伊藤恒夫

焼津市東小川7

社員 森  祐輔　多々良信彦
神間賢治　大橋金行

☎628-7973

あおい税理士法人
焼津市下小田

社員 山本浩幸
☎624-0962

税理士法人 山本事務所

税理士法人エース

藤枝市高柳2

社員 名倉秀俊　下川大地
☎637-3080

税理士法人 法理舎

焼津市上新田

社員 平井寛子　平井俊光
☎622-6836

田中会計税理士法人

藤枝市田沼3

社員 小木理弘　岩崎美穂
☎639-6766

税理士法人 ペガサス

焼津市三右衛門新田

社員 杉井裕郎　杉井裕士
☎623-1881

税理士法人 杉井会計事務所
焼津市西焼津

社員 大石康夫　大石龍哉
榊原　巧　北澤世紀

☎627-5022
焼津市駅北1

社員 鈴木國弘　大畑雅子
村松貴史

☎627-9638

久遠税理士法人

☎637-9803
藤枝市岡出山1
青島孝之

令和5年1月1日現在

☎627-5022
焼津市西焼津
大石康夫

※税理士会では無料税務相談を
　行っております。焼津商工会議所会館2階税理士会税務相談所へ  電話（628）2250お問い合わせは
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税 理 士 会 だ よ り

（本ページは税理士会提供記事）



焼津市内の店舗 藤枝市内の店舗

まるせい営業部 焼津市栄町3-5-14 054-628-8171

まるせい営業部
中央出張所

焼津市本町4-10-28 054-628-3151

焼 津 支 店 焼津市東小川2-11-22 054-627-8686

道 原 支 店 焼津市三和1342 054-623-3751

道 原 支 店
大島出張所 焼津市大島735-172 054-623-5500

小 川 支 店 焼津市小川新町3-1-25 054-628-3168

石 津 支 店 焼津市石津336-3 054-624-2101

焼津西支店 焼津市西小川1-12-7 054-627-0178

焼津北支店 焼津市駅北3-12-10 054-629-1551

大 富 支 店 焼津市祢宜島403-3 054-623-0111

大井川支店 焼津市下江留650-1 054-622-3511

豊 田 支 店 焼津市小屋敷342-1 054-629-1120

さかなｾﾝﾀー 支店 焼津市八楠4-13-7 054-628-5141

大 住 支 店 焼津市三右衛門新田632-1 054-623-6600

藤枝支店 藤枝市前島2-29-12 054-635-0831

藤枝水守支店 藤枝市水守1-19-37※ 054-646-3900

いかるみ支店 藤枝市水守1-19-37※ 054-645-1611

藤枝中央支店 藤枝市本町2-2-33 054-641-0700

藤枝中央支店
田中 出 張所 藤枝市郡1131-1 054-645-0100

藤枝上支店 藤枝市藤枝2-5-43 054-641-0720

藤枝駅支店 藤枝市青木2-35-25 054-641-1450

藤枝駅支店
志太出張所 藤枝市志太4-1-5 054-644-4131

岡部支店 藤枝市岡部町岡部6-27 054-667-0125

高洲支店 藤枝市高柳4-16-12 054-635-6111

令和5年1月1日現在

※いかるみ支店につきましては、令和5年春頃従前地
（藤枝市五十海4-18-8）にてリニューアルオープン予定
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（公社）藤枝法人会　令和５年度年会費について

静岡銀行 スルガ銀行 清水銀行 大井川農協
静清信用金庫 島田掛川信用金庫 しずおか焼津信用金庫

■取扱い金融機関

会費種別 資本金 年　額

正会員

100万円以下 3,000円
100万円超　500万円以下 6,000円
500万円超　3,000万円以下 9,000円
3,000万円超　1億円以下 15,000円
1億円超 30,000円
子会社 1,000円
学校法人、宗教法人、公益法人等 3,000円

賛助会員
支店法人・営業所等 5,000円
個　人 3,000円

■（公社）藤枝法人会会費区分

　令和５年度の年会費につきまして、６月12日（月）にご指定頂いている口座から引落しをさせていただ
きますので、誠に恐縮ではございますが、前日までに口座へご用意くださいますようお願い申し上げます。
　※引落口座の変更をご希望される会員様につきましては、３月24日（金）までに、法人会事務局（電話
643-8410）へご連絡ください。

　※資本金変更の際も、３月24日（金）までに事務局へご連絡ください。



R５.２月号  NO.120

− 30 −

（株） 第一観光 焼津市越後島４０４－２ 大同生命保険㈱
（株） 三氣屋 焼津市利右衛門２５０８ 静岡銀行 焼津南支店
久保山エンジニア （株） 焼津市三ケ名１５４４－６ ㈱ブレイス（AIG代理店）

（株） ポラック 焼津市石津６３５ しずおか焼津信用金庫 石津支店
（株） 秋山塗装 焼津市焼津１丁目２－７ しずおか焼津信用金庫 中央支店
（株） 亜　泰 焼津市高崎６７－１ 静清信用金庫 焼津支店
（株） 中央水産 焼津市藤守２２９３－１７ 静岡銀行 焼津支店
（有） 富士自動車工業 焼津市道原８８４－２ 静清信用金庫 石津支店
（株） Ｓ＆Ｋ 焼津市大住２８１－６ しずおか焼津信用金庫 大住支店
Ｆｕｎｕｐ （同） 焼津市下江留６９３－１ 静清信用金庫 高洲支店

（株） 電化ランドなかじま 焼津市石津中町１０－１９ しずおか焼津信用金庫 石津支店
（有） 八阪工業 焼津市中根４４－２ 静清信用金庫 西焼津支店

焼津地区

新 入 会 員 紹 介
〜ご入会ありがとうございました〜

令和4年7月28日～ 12月16日

法　　　人　　　名 所　　　在　　　地 紹　介　者

タイキ産業 （株） 藤枝市立花１丁目１２－１５ 静清信用金庫 藤枝支店
（同） ＣＫＵ 藤枝市高岡３丁目８－６ 島田掛川信用金庫 藤枝南支店
アイ・エス・アイ （株） 藤枝市岡部町岡部１５９１ 静清信用金庫 藤枝支店

（有） 渡辺建材 藤枝市助宗４１７ しずおか焼津信用金庫 岡部支店
（株） ＳＫＣ 藤枝市高柳２丁目１１－１５ ㈱シズオカエージェントオフィス（AIG代理店）
（株） トモ・サポート 藤枝市田沼２丁目２０－２７ 静清信用金庫 高洲支店
（株） エフアンドワイ 藤枝市水守２丁目２－７ しずおか焼津信用金庫 藤枝水守支店
（株） ティランカ 藤枝市平島８０４ 静岡銀行 藤枝支店
（株） 澤本智穂 藤枝市岡出山２丁目８－４ しずおか焼津信用金庫 藤枝上支店
（有） Ｆ　Ｕ 藤枝市田沼２丁目１５－７ しずおか焼津信用金庫 藤枝駅支店
（株） サポートオフィス・野島 藤枝市高岡１丁目１－３９ （公社）藤枝法人会・青島会長
（株） Ｍ．Ｂ．Ｌ 藤枝市青木１丁目２－１８ ㈲静岡経営労務管理センター
（株） ソネック 藤枝市潮４２９－４ しずおか焼津信用金庫 藤枝水守支店
（株） Ｈ＆Ｉホールディングス 藤枝市築地５３９－１ しずおか焼津信用金庫 藤枝中央支店
（株） ＮＯ ＬＩＭＩＴ 藤枝市鬼島５２８－６ しずおか焼津信用金庫 藤枝水守支店
司法書士法人 よつば 藤枝市田沼３丁目２６－１ しずおか焼津信用金庫 藤枝支店

（有） 石田酒店 藤枝市青木２丁目６－１ しずおか焼津信用金庫 藤枝上支店
（株） しずおか経営会計 藤枝市前島２丁目８－１－１０２ 島田掛川信用金庫 藤枝支店
（有） 平島屋酒店 藤枝市平島６０２－９４ しずおか焼津信用金庫 藤枝中央支店
（株） ナナ不動産 藤枝市青葉町２丁目２－６－１ 静岡銀行 藤枝駅支店
（有） ホンダファミリー 藤枝市築地１丁目１７－２２ しずおか焼津信用金庫 藤枝駅支店
高塚建材工業 （株） 藤枝市大西町３丁目１５－３３ しずおか焼津信用金庫 藤枝支店

（株） ＨＡＬＯ 藤枝市駅前１丁目８－３ しずおか焼津信用金庫 藤枝支店
（株） ロイヤル 藤枝市藤枝４丁目９－１０ しずおか焼津信用金庫 藤枝駅支店
（有） カクタスハウス 藤枝市高洲２５－９ しずおか焼津信用金庫 高洲支店
（株） エレフォート 藤枝市築地１丁目１－１ しずおか焼津信用金庫 藤枝駅支店
（株） ミズノテック 藤枝市横内８００－２２ しずおか焼津信用金庫 藤枝中央支店
（株） ｃａｔａｌｙｓｔ 藤枝市高洲１８－１５ 静岡銀行 藤枝支店
すこやか工房 （同） 藤枝市高洲１０－８ 事務局

藤枝地区
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（株） サンライズガード 藤枝市上藪田１３０－１ 静岡銀行 藤枝駅支店
（有） アールズカンパニー 焼津市栄町１丁目１－２１ しずおか焼津信用金庫 石津支店

賛助会員

法　　　人　　　名 所　　　在　　　地 紹　介　者

ドリームデリバリーサービス （有） 焼津市柳新屋５２１－３ 静清信用金庫 西焼津支店
（株） ＨＯＴＳＴＹＬＥ柴田工務店 焼津市小川４０７６－３ ㈱共　水
ジャパンセキュリティ （株） 焼津市上小杉２６４ ㈱ブレイス（AIG代理店）

（株） Ｎ・ＧＲＯＵＰ 焼津市相川４６９ 静岡銀行 吉田支店
（株） ＫＯＵＷＡ 焼津市石津１２７０－１ 静清信用金庫 石津支店
（株） 鴨田配管 焼津市小川３９６６ 事務局
（株） 平塚工業 焼津市下小田６５５－３ しずおか焼津信用金庫 大住支店
（有） 中谷商店 焼津市飯淵１２６５－８ しずおか焼津信用金庫 道原支店
インターマリンヤイヅ （株） 焼津市越後島４７６－７６ しずおか焼津信用金庫 焼津支店

（株） 鈴木興業 焼津市中里５３９－３ しずおか焼津信用金庫 さかなセンター支店
（株） ＹＭ商事 焼津市高新田２０７０－８ ㈲メンターＳ（AIG代理店）
（有） エム・ケイ自動車 焼津市三右衛門新田３７９－１ しずおか焼津信用金庫 焼津支店
（株） Ｐｏｗｅｒ 焼津市五ケ堀之内１６３８－２ しずおか焼津信用金庫 藤枝支店
（株） エフエステック 焼津市大覚寺３丁目１４－４ しずおか焼津信用金庫 焼津西支店
（株） ＫＭＤ 焼津市飯淵７８７－１ しずおか焼津信用金庫 まるせい営業部
（株） 松永特殊溶接 焼津市八楠１丁目１３－９ しずおか焼津信用金庫 さかなセンター支店
社会保険労務士法人 小倉事務所 焼津市焼津４丁目１３－１７ （公社）藤枝法人会・青島会長

（有） マエダ商会 焼津市八楠３丁目２－２３ しずおか焼津信用金庫 焼津北支店
（株） イトウ電業社 焼津市駅北３丁目１６－２１ しずおか焼津信用金庫 焼津北支店
（株） 海野製蝋 焼津市大住２２３－１ 静岡銀行 焼津支店
（株） 八倉コーポレーション 焼津市三ケ名１０４０－７ しずおか焼津信用金庫 豊田支店
（株） 入山一 焼津市西焼津９－２ 静岡銀行 焼津支店
トライエナジー （株） 焼津市利右衛門５６３－１ しずおか焼津信用金庫 道原支店
司法書士法人 カラー 焼津市三ケ名２６９ しずおか焼津信用金庫 小川支店

（株） 大和ロジテック 焼津市利右衛門２８２０－１ 静岡銀行 焼津南支店
（株） ルーツ 焼津市柳新屋７３９－２ 静岡銀行 焼津支店
（株） シズオカコールドストレージ 焼津市中港３丁目５－４ しずおか焼津信用金庫 まるせい営業部
（株） ハレプラス 焼津市焼津１丁目１４－２６ しずおか焼津信用金庫 まるせい営業部
（株） ロプレ 焼津市中港１丁目３－９ ㈱エクノスワタナベ
大井川輸送（有） 焼津市利右衛門５６３－１ 静岡銀行 焼津南支店
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